
水害・土砂災害への備え水害・土砂災害への備え
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～～早期早期のの避難避難によるによる安全の安全の確保確保をめざしてをめざして ～～

１．説明会の背景と目的

２．水害・土砂災害リスクの把握

本日の説明内容

1

３．避難に必要な情報の入手方法

４．避難確保計画（非常災害対策計画）
の作成・避難訓練



Ｈ28年8月30日 小本川（岩手県）の水害 時間最大雨量70mm（岩泉町)

台風10号により大きな被害を受けた 「グループホーム楽ん楽ん」と
｢介護老人保健施設ふれんどりー岩泉｣（岩手県岩泉町）

１．説明会の背景と目的
おもとがわ いわいずみちょう

いわいずみちょう

グループホームでは、逃げ遅れた入居者
９名が亡くなるなど大きな被害が発生

国土地理院撮影映像 2

流木が建物に激突、1階部分は土砂で埋まり2階まで
浸水した｢ふれんどりー岩泉｣

当時の施設の対応状況（報道資料より）

・施設の事務局長は「避難準備情報」が発令された
ことをテレビで見ていたが、高齢者や身障者等、
避難に時間がかかる人たちが避難を始めるべき
情報と認識しておらず避難を開始しなかった
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情報と認識しておらず避難を開始しなかった

・小本川は「水かさを増していた」が、雨脚は「傘をさ
さないぐらいとなっていた」ため、余裕があると思っ
た

・施設では火災を想定した避難マニュアルを作り、
訓練もしていたが、水害を想定したものはなかった



参考 河川が氾濫した状況（空知川堤防決壊時）

１．説明会の背景と目的
はんらん けっかい
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Ｈ21年7月21日 山口県防府市の土砂災害 時間最大雨量51mm（防府市)

中国・九州北部豪雨により大きな被害を受けた、特別養護老人ホー
ム「ライフケア高砂」

１．説明会の背景と目的
ほうふし ほうふし

特別養護老人ホームでは、逃げ遅れた入居者
７名が亡くなるなど大きな被害が発生

土石流
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年々、水害・土砂災害の発生リスクは高まっている

近年、地球温暖化に伴う大型台風や集中豪雨などにより、
全国各地で水害・土砂災害が頻発。

時間雨量50mm以上の大雨の発生件数が増加 時間５０mmとは？
○30mm以上～50mm未満
激しい雨 バケツをひっくり

返したように降る

○50mm以上～80mm未満
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１時間降水量50mm以上の年間発生回数

○50mm以上～80mm未満
非常に激しい雨 滝のよう

に降る（ゴーゴーと降り続く）

大雨の発生は、大雨の発生は、
約約１．４倍に増加！１．４倍に増加！

【非常災害対策計画とは？】

○利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を目的に、必要な事項や
訓練等について定めた計画です。

○要配慮者利用施設では、法律等に基づいてこれらの計画を作成
する必要があります。

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（厚生労働省令）

必要な避難確保計画（非常災害対策計画）の策定

（非常災害対策）（非常災害対策）

第八条 特別養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な

設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関

係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなけ

ればならない。

２ 特別養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出そ

の他必要な訓練を行なわなければならない。
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（非常災害対策（非常災害対策））

第三十二条 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的

計画を立て、・・・・・・定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければなら

ない。

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備
及び運営に関する基準（厚生労働省令）

【避難確保計画とは？】

第十五条の三

・・・・・・・市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利

用施設の所有者又は管理者は、・・・・・利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避

難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなけれ

ばならない。

水防法 （平成29年2月10日一部改正）
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【避難確保計画とは？】

■計画策定の現状・課題
○ 地震、火災を対象とした避難計画はあるが、水害・土砂災害に
備えた計画は無い

○ どの程度、水害・土砂災害リスクがあるのかが分からない
○ 災害時の避難に必要な情報収集先が分からない
○ 避難のタイミングが分からない 等

水害・土砂災害では、進んでいない計画策定

現状、水害・土砂災害に関する避難計画の策定は全国的に不十分

○ 避難のタイミングが分からない 等

厚生労働省及び都道府県・政令市と協力し、全国の
要配慮者利用施設の管理者に対して水害・土砂災害に
関する理解を深めていただくための説明会を開催

○ 河川情報・避難情報などの解説と入手方法の紹介
○ 水害・土砂災害を対象とした避難計画等の追加
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是非、避難確保計画（非常災害対策計画）の早期策定

水害・土砂災害に関する避難計画の策定をお願いします

高齢者福祉施設○○

非常災害対策計画

高齢者福祉施設○○

非常災害対策計画

高齢者福祉施設○○

非常災害対策計画

高齢者福祉施設○○

非常災害対策計画

高齢者福祉施設○○高齢者福祉施設○○

○
○
施
設
非
常
災
害
対
策
計
画

■
■
施
設
避
難
計
画
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非常災害対策計画
【地震編】
【火災編】

【水害・土砂災害編】

非常災害対策計画
【地震編】
【火災編】

【水害・土砂災害編】

非常災害対策計画
【地震編】
【火災編】

【水害・土砂災害編】

非常災害対策計画
【地震編】
【火災編】

【水害・土砂災害編】

非常災害対策計画
【地震編】
【火災編】

【水害・土砂災害編】

非常災害対策計画
【地震編】
【火災編】

【水害・土砂災害編】

施
設
非
常
災
害
対
策
計
画

施
設
避
難
計
画

【水
害
編
】

１．説明会の背景と目的

２．水害・土砂災害リスクの把握

目 次

11

３．避難に必要な情報の入手方法

４．避難確保計画（非常災害対策計画）
の作成・避難訓練



災害リスクの把握と河川情報等の把握 １.水害・土砂災害リスクの把握
(1)水害リスクの把握

①洪水浸水想定区域
②家屋倒壊等氾濫想定区域
③洪水ハザードマップ

(2)土砂災害リスクの把握
①土砂災害警戒区域等
②土砂災害ハザードマップ

★ステップ１★ステップ１ 事前の確認事前の確認
（水害・土砂災害リスクの把握）（水害・土砂災害リスクの把握）
・施設の立地場所は、どんな
水害・土砂災害のリスクが
あるのか確認しましょう。

２．水害・土砂災害リスクの把握

２.避難情報・気象情報の把握
（3)避難情報の把握

①避難情報の種類
（水害及び土砂災害）

②水害時の避難開始基準
③土砂災害時の避難開始目安

(4)気象情報の把握
①降雨情報
②河川の水位情報
③河川の洪水予報
④土砂災害に関する情報

★ステップ２★ステップ２ 災害時の確認災害時の確認
（避難情報・気象情報の把握）（避難情報・気象情報の把握）

・自力避難が困難な方は避難に
時間を要するため、｢避難準備・
高齢者等避難開始｣が
発令されたら避難 を
開始しましょう。
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（１）水害リスクの把握

洪水予報河川
（国、都道府県）

水害リスクの把握では、施設が「洪水浸水想定区域」・「家屋倒壊等はん
濫想定区域」なのかを確認し、想定される水深、浸水継続時間等を参考にし
つつ「洪水ハザードマップ」の情報に従い、施設毎に避難計画を作成する必
要があります。

ステップ１：事前の確認２．水害・土砂災害リスクの把握

洪水浸水想定区域

河川の種類 公表されている資料 洪水浸水想定区域
が含まれる市町村に
おいて作成、公表

（記載内容）
・浸水想定区域
・想定される水深
・浸水継続時間

・家屋倒壊等氾濫想定区
域

（国、都道府県）
４１９河川
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水位周知河川
（国、都道府県）
１，５７２河川

その他の河川

洪水浸水想定区域
（国、都道府県）

家屋倒壊等はん濫
想定区域（国）

洪水ハザード
マップ（市町村）

（記載内容）
・洪水予報等の伝達方法
・避難場所
・地下街、要配慮者利用施
設等の名称と所在地
・早期の立退き避難が必要
な区域（H28.4より追加）



浸水想定区域図は、国または都道
府県が作成し、
浸水想定区域 のほか、
想定される水深
浸水継続時間

洪水浸水想定区域は、対象とする河川が想定最大規模降雨によって氾濫し
た場合に、その氾濫水により浸水することが想定される区域です

ステップ１：事前の確認２．水害・土砂災害リスクの把握

（１）水害リスクの把握 ①洪水浸水想定区域とは？

家屋倒壊等氾濫想定区域
について公表

20m ～

10m ～ 20m

5m ～ 10m

3m ～ 5m

1m ～ 3m

0.5m ～ 1m

0.3m ～ 0.5m

～ 0.3m

浸水想定区域図の例
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【参考】鬼怒川氾濫での浸水範囲は｢洪水浸水想定区域｣とほぼ同じ

決壊箇所決壊箇所
（鬼怒川左岸（鬼怒川左岸21.021.0㎞）㎞）

鬼怒川

小貝川

ステップ１：事前の確認２．水害・土砂災害リスクの把握

○ 鬼怒川氾濫での浸水範囲は｢洪水浸水想定区域｣とほぼ同じ
○ 浸水想定区域図は、立地場所の危険性を把握する上で重要な情報です
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：氾濫域の最大総浸水
面積（40km2）
※国土地理院公表資料

：決壊箇所
（鬼怒川左岸21.0km）

：浸水範囲内の建築物

鬼怒川の想定最大規模降雨
による浸水想定区域

H27.9.11鬼怒川氾濫
における最大浸水区域

ほぼ同範囲ほぼ同範囲



○「家屋倒壊等氾濫想定区域」は、堤防沿いの地域等において、洪水時に家屋が
倒壊するような激しい氾濫流等が発生するおそれが高い区域です

○この区域では、洪水時には避難勧告等に従って安全な場所へ確実に立ち退き
避難する必要があります

○洪水ハザードマップに記載される「早期の立退き避難が必要な区域」は、この区
域も考慮して設定されています

家屋倒壊等氾濫想定区域の例 堤防決壊等に伴う
氾濫流による家屋倒壊等

ステップ１：事前の確認２．水害・土砂災害リスクの把握

（１）水害リスクの把握 ②家屋倒壊等氾濫想定区域とは？

河岸侵食

河岸侵食に伴う
家屋倒壊等

凡例

予
想
さ
れ
る
浸
水
深

5.0m以上 2階浸水

3.0m～5.0m未満 2階浸水

0.5m～3.0m未満 1階床上浸水

0.5m未満 1階床下浸水

家
屋
倒
壊
危
険
区
域

家屋倒壊等氾濫想
定区域（洪水氾濫）

堤防決壊等により、木造家屋
が倒壊等するような氾濫流が
発生するおそれがある区域

家屋倒壊等氾濫想
定区域（河岸侵食）

木造・非木造の家屋が倒壊
するような河岸侵食が発生す
るおそれがある区域 16

○江戸川区の洪水ハザードマップの事例

＜洪水ハザードマップ＞＜浸水想定区域＞

洪水ハザードマップは、市町
村が作成し、
洪水予報等の伝達方法

洪水ハザードマップは、洪水浸水想定区域図をもとに、市町村地域防災計
画において定められた必要事項及び早期に立退き避難が必要な区域等を記載
したものです

避難場所の表示

ステップ１：事前の確認２．水害・土砂災害リスクの把握

（１）水害リスクの把握 ③洪水ハザードマップとは？

洪水予報等の伝達方法
避難場所
地下街等、要配慮者利用
施設、大規模工場等の名
称と所在地
早期の立退き避難が必要
な区域（H28.4より追加）

等について記載し公表

行政機関の

連絡先 等
浸水深の表示
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（２）土砂災害リスクの把握
土砂災害リスクの把握では、施設が「土砂災害警戒区域」･「土砂災害特別

警戒区域」なのかを確認し、「土砂災害ハザードマップ」の情報に従い、施設
毎に避難計画を作成する必要があります。

ステップ１：事前の確認２．水害・土砂災害リスクの把握

がけ崩れ

土砂災害の種類 土砂災害警戒区域が

含まれる市町村が作成、

公表

公表されている資料

１）土砂災害警戒区域
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土砂災害ハザード
マップ（市町村）

※１）、２）を合わせ
「土砂災害警戒区域等」と称す

（記載内容）
・土砂災害の種類
・危害のおそれのある土地

１）土砂災害警戒区域

２）土砂災害特別警戒区域
（都道府県）

土石流

地すべり

（記載内容）
・土砂災害に関する情報の
伝達方法
・避難場所
・避難経路（H27.1より追加）
・避難する際の避難方向
（H27.1より追加）

等

①がけ崩れ ②土石流 ③地すべり

[土砂災害の種類]
①急傾斜地（がけ）が崩壊し、被害のおそれがある場合
②土石流が発生し、被害のおそれがある場合
③地すべりが発生し、被害のおそれがある場合

ステップ１：事前の確認２．水害・土砂災害リスクの把握

（２）土砂災害リスクの把握

広島県提供
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○自然災害による死者・行方不明者のうち、土砂災害に占める割合が高い。

○土砂災害による死者・行方不明者のうち、災害時要配慮者が約６割を占める。

■自然災害による死者・行方不明者数

昭和４２年～平成２５年

■土砂災害による死者・行方不明者数
のうち災害時要配慮者の割合

ステップ１：事前の確認２．水害・土砂災害リスクの把握

（２）土砂災害リスクの把握

昭和４２年～平成２５年
平成２１年～平成２５年

災害時要配慮者
１１５人（５９％）

その他
８０人（４１％）

※国土交通省砂防部調べ※各年の死者・行方不明者のうち、全自然災害については防災白書（平成
26年版）による。土砂災害については国土交通省砂防部調べ

土砂災害
３，５１１人（４０％）

その他自然災害
５，２５６人（６０％）

(阪神・淡路大震災・東日本大震災
における死者・行方不明者を除く)
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土砂災害警戒区域は、住民等の生命又は
身体に危害が生ずるおそれがあると認めら
れる土地の区域です。

ステップ１：事前の確認２．水害・土砂災害リスクの把握

（２）土砂災害リスクの把握 ①土砂災害警戒区域等とは？

土砂災害特別警戒区域は、建築物に損壊

が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害
が生ずるおそれがあると認められる土地の
区域です。

特別
警戒区域

警戒区域
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土砂災害警戒区域等は都道府県が
指定し、
土砂災害の種類
危害のおそれのある土地

について公表

○茨城県日立市の事例（急傾斜地） 急傾斜地の崩壊に関する土砂災害警戒区域等の例

土砂災害
警戒区域

土石等の（移動）高さが１ｍ以下の場合、
土石等の移動による力が100kn/m2を超える区域

土石等の堆積の高さが３ｍを超える区域

それ以外の区域

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防
止法施行令
第三条の
基準に該当
する区域

凡例

土砂災害

特別警戒区域



ステップ１：事前の確認２．水害・土砂災害リスクの把握

（２）土砂災害リスクの把握 ②土砂災害ハザードマップとは？

土砂災害ハザードマップは、市町村が作成し、
土砂災害に関する情報の伝達方法
避難場所
避難経路（H27.1より追加）
避難する際の避難方向（H27.1より追加）

等について記載し公表

土砂災害ハザードマップは、土砂災害警戒区域等をもとに、市町村地域防
災計画において定められた必要事項及び避難場所等を記載したものです。

○茨城県日立市の事例

＜土砂災害警戒区域等＞

22

等について記載し公表
＜土砂災害ハザードマップ＞

避難場所の表示

避難方向の表示

情報伝達方法の表示

（３）避難情報の把握 ①避難情報の種類（水害及び土砂災害）

○市町村が発表する避難情報には、「避難準備・高齢者等避難開始」・「避難準備・高齢者等避難開始」・
「避難勧告」・「避難指示（緊急）」「避難勧告」・「避難指示（緊急）」の３種類があります。
○要配慮者利用施設で要配慮者利用施設では、は、自力避難が困難な方の利用も多く、避難に時間を要

することから、「避難準備・高齢者等避難開始」が発令されたら、避難を「避難準備・高齢者等避難開始」が発令されたら、避難を開始する開始する
ことが必要です

ステップ２：災害時の確認２．水害・土砂災害リスクの把握

避難準備・高齢
避難勧告 避難指示（緊急）

23

者等避難開始 避難勧告 避難指示（緊急）

次に該当する方は、避難を
開始して下さい
・お年寄りの方、体の不自由
な方、小さな子供がいらっ
しゃる方など、避難に時間の
かかる方と、その避難を支援
する方
それ以外の方については、
気象情報に注意し、危険だと
思ったら早めに避難をしてく
ださい。

速やかに避難を開始してく
ださい。外が危険な場合は、
屋内の高いところに避難して
下さい。

緊急に避難して下さい。
外が危険な場合は、屋内の
高いところに緊急に避難して
下さい。



水位の意味レベル 水位

氾濫の発生

○主要な河川では、水位観測所を設けて、リアルタイム水位を公表しています
○水位観測所では、災害発生の危険度に応じた基準水位が設定されています

５ ・市町村長の「避難勧告」・「避難指示（緊急）」
等の発令判断の目安

２．水害・土砂災害リスクの把握 ステップ２：災害時の確認

（３）避難情報の把握 ②水害時の避難開始基準

（基準となる水位観測所）

水防団待機
水位

４
（危険）

２
（注意）

３
（警戒）

１

（特別警戒水位）

氾濫危険水位

避難判断水位

（警戒水位）

氾濫注意水位

等の発令判断の目安
・住民の避難判断の参考になる水位

・水防団の出動の目安

24

・市町村長の「避難準備・高齢者等避難開始」
等の発令判断の目安
・災害時要配慮者の早期避難誘導

・住民の氾濫に関する情報への注意喚起

※（ ）書きは水位周知河川の場合

大雨注意報 土砂災害に関するメッシュ情報の「実
況または予想で大雨警報の基準に到
達」 等

気象警報 避難勧告等

避難勧告

避難準備・高齢
者等避難開始

土砂災害警戒情報が発表 等

（判断基準の設定の一例）

※「土砂災害警戒情報が発表された場合は、市町村長は直ちに避難勧告等を発令することを基本と

ステップ２：災害時の確認２．水害・土砂災害リスクの把握

（３）避難情報の把握 ③土砂災害時の避難開始目安

土砂災害警
戒情報

大雨特別警報
（土砂災害）

大雨警報
（土砂災害）

避難指示(緊急)
土砂災害に関するメッシュ情報の「実
況で土砂災害警戒情報の基準に到
達」 等

時
間

※避難勧告等の判断基準設定の一例は、内閣府 避難
勧告等に関するガイドライン（平成29年1月）を基に作成

土砂災害
警戒情報

※「土砂災害警戒情報が発表された場合は、市町村長は直ちに避難勧告等を発令することを基本と
する。」土砂災害防止対策基本指針（平成27年1月）（抜粋）

25



（４）気象情報の把握 ①降雨情報

２．水害・土砂災害リスクの把握 ステップ２：災害時の確認

○降雨の状況は、｢気象庁ホームページ｣や｢川の防災情報｣等で確認できます
○｢気象庁ホームページ｣では、6時間後の降雨予測まで表示されます

6時間前から6時間先の
降雨予測まで表示可能

26

（４）気象情報の把握 ②河川の水位情報

○水位観測所における水位は、ホームページでも閲覧できます
○観測所付近の川の断面と、観測された水位（ｍ）が表示されます

２．水害・土砂災害リスクの把握 ステップ２：災害時の確認

27



避難勧告の発令の目安
住民は避難

避難準備情報の発令の目安

氾濫危険水位

避難判断水位

基準水位観測所の水位を確認することで、河川がその時点で洪水の危険度レ
ベルのどの段階にあるのかを知ることができます

２．水害・土砂災害リスクの把握 ステップ２：災害時の確認

（４）気象情報の把握 ②河川の水位情報

避難準備情報の発令の目安

⇒要配慮者はこのタイミングで
避難

この水位を超えたら、今後の水
位の変化に注意が必要

避難判断水位

氾濫注意水位

氾濫危険水位を超過

⇒避難勧告等の発令

⇒住民の避難

氾濫発生
氾濫危険水位

避難判断水位

氾濫注意水位

水防団待機水位

避難判断水位を超過

⇒避難準備・高齢者等

避難開始の発令

⇒要配慮者は早期避難
氾濫注意水位を超過

⇒今後の水位に注意

28

○○川
氾濫発生情報

○市町村長の避難勧告等

の発令判断の目安

洪水予報河川
(水防法10,11条)

水位周知河川
(水防法13条)

○全国の419の河川では、洪水のおそれを通知する洪水予報を発表（洪水予報河川）
○全国1,572の河川では、あらかじめ定めた水位への到達情報を発表（水位周知河川）

レベル 水位

氾濫の発生
５

４

２．水害・土砂災害リスクの把握 ステップ２：災害時の確認

（４）気象情報の把握 ③河川の洪水予報

○○川
氾濫危険情報

○○川
氾濫警戒情報

○○川
氾濫注意情報

○○川
氾濫危険情報

の発令判断の目安

○住民の避難判断の参考

になる水位

○市町村長の避難準備・

高齢者等避難開始の発

令判断の目安

○住民の氾濫に関する情

報への注意喚起

○水防団の出動の目安
※氾濫危険水位以
外の水位でも情
報発表している
河川あり

（特別警戒水位）

（警戒水位）

氾濫注意水位

避難判断水位

氾濫危険水位

水防団待機
水位

４
（危険）

２
（注意）

３
（警戒）

１

29

※（ ）書きは水位周知河川の場合



→ → →

正規

（見出し）

（主　文）

○ ○ 川 洪 水 予 報 第 ○ 号
洪 水 警 報

平成００年０月０日 ００ 時０ ０分

○○川では、氾濫危険水位（レベル４）に到達し、氾濫のおそれあり

○○河川事務所・○○地方気象台　共同発表

国土交通省　○○河川事務所
気象庁　　　○○地方気象台

機関名 機関名

発表者 第１受報者 第２受報者 第３受報者

機関名

○○川氾濫危険情報

情報の種類、号数、発

表時刻や官署名など

標題：河川名と危険度

レベルに応じた情報名

の組み合わせ

２．水害・土砂災害リスクの把握 ステップ２：災害時の確認

（４）気象情報の把握 ③河川の洪水予報 洪水予報文（前半）

○○川の△△△水位観測所（○○県△△市△△）では、○○日○○時○○分頃に、
避難勧告等の発令の目安となる「氾濫危険水位（レベル４）」に到達しました。○○市、○○市、
○○市、○○町では、〇〇川の堤防決壊等による氾濫により、浸水するおそれがあります。市町村
からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとって下さい。

○○川の□□□水位観測所（○○県□□市□□）では、○○日○○時○○分頃に、
避難勧告等の発令の目安となる「氾濫危険水位（レベル４）」に到達しました。○○市、○○市、
○○市、○○町では、〇〇川の堤防決壊等による氾濫により、浸水するおそれがあります。市町村
からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとって下さい。

○○川の○○○水位観測所（○○県○○市○○）では、○○日○○時○○分頃に、
避難勧告等の発令の目安となる「氾濫危険水位（レベル４）」に到達しました。○○市、○○市、
○○市、○○町では、〇〇川の堤防決壊等による氾濫により、浸水するおそれがあります。市町村
からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとって下さい。

の組み合わせ

主文：観測所毎に危険

度レベルや今後の見通

しを記載
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（雨量）

所により1時間に50ミリの雨が降っています。

今後もこの雨は降り続く見込みです。

○○川流域

流域
00日00時00分～00日00時00分

までの流域平均雨量
00日00時00分～00日00時00分
までの流域平均雨量の見込み

○○○ミリ ○○ミリ

雨量：流域平均雨量の

現況と今後の見通しを

記述

２．水害・土砂災害リスクの把握 ステップ２：災害時の確認

（４）気象情報の把握 ③河川の洪水予報 洪水予報文（後半）

（水位）

○○川の水位観測所における水位は次のとおりと見込まれます。

XXX.X↑

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X↑

－

－

－
XX.X↑

XX.X

XX.X

XX.X

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

観測所名
水位(m)

水位危険度

避難
判断

氾濫
危険

00日02時00分の予測

00日03時00分の予測

○○○
水位観測所

（○○県○○市○○）

00日00時00分の状況

00日01時00分の予測

00日02時00分の予測

00日03時00分の予測

水防団
待機

氾濫
注意

00日03時00分の予測

△△△
水位観測所

（○○県△△市△△）

00日00時00分の状況

00日01時00分の予測

00日02時00分の予測

00日00時00分の状況

00日01時00分の予測

水位のグラフは各水位間を按分したものです。
レベル４については、氾濫危険水位と計画高水位を按分しており、氾濫危険水位＝計画高水位の場合は最大になります。

□□□
水位観測所

（○○県□□市□□）

31

水位：観測所毎の現況

と今後の予測を記載



伝達

避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)の発令

通知

水防法に基づき市
町村地域防災計画ホームページ、携帯端末

関係市町村

２．水害・土砂災害リスクの把握 ステップ２：災害時の確認

洪水予報の伝達方法

（４）気象情報の把握 ③河川の洪水予報

町村地域防災計画
に記載された

要配慮者利用施設

住民

必要に応じ報道機関の

協力を求めて周知

ホームページ、携帯端末

ホームページ、携帯端末

報道機関

国・都道府
県と

気象庁

共同発表

TV等

TV等

32※国と気象庁の共同発表の場合には、都道府県を介して関係市町村へ通知

２．水害・土砂災害リスクの把握 ステップ２：災害時の確認

（４）気象情報の把握 ④土砂災害に関する情報

大雨による土砂災害発生の危険度「高」
［都道府県・気象庁 共同発表］

・市町村長が
避難勧告等発令する際の判断
・住民の自主避難

土砂災害警戒情報

土砂災害警戒判定メッシュ情報

33土砂災害警戒情報のテレビでの表示例



周知通知 関係市町村

２．水害・土砂災害リスクの把握 ステップ２：災害時の確認

土砂災害警戒情報の伝達方法

（４）気象情報の把握 ④土砂災害に関する情報

避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)の発令

住民

必要に応じ報道機関の

協力を求めて周知

周知

ホームページ、携帯端末 等

周知

報道機関

都道府県と
気象庁

共同発表
TV等

TV等

34

周知

１．説明会の背景と目的

２．水害・土砂災害リスクの把握

目 次

35

３．避難に必要な情報の入手方法

４．避難確保計画（非常災害対策計画）
の作成・避難訓練



（１）
川の防災
情報

・
気象庁

HP

リアルタイムの河川水位、雨量
等の防災情報を「川の防災情
報」として提供。

情報取得方法として、パソコン
版と携帯版（スマホ）がある。http://www.river.go.jp/

浸水想定区域図

河川水位

河川情報など避難に必要な情報は、国交省及び県HPの他、｢川の防災情
報｣、｢気象庁HP｣、｢HNKデータ放送｣、「民間サイト」などから入手が可能

３．避難に必要な情報の入手方法

（２）
NHKデー
タ放送

（３）

民間サ
イト

放送画面放送画面

Yahoo!天気・災害河川水位情報

インターネット上の防災コンテ
ンツ強化として、民間企業が独
自に実施。

データ放送のｄボタンから、基準
水位を超過している、水位観測所
の情報入手が可能。

ＮＨＫﾃﾞｰﾀ放送ＮＨＫﾃﾞｰﾀ放送

http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/river/

河川水位川の画像浸水想定区域図

36

川の防災情報は、パソコン、スマホ、携帯電話で入手が可能

洪水予報等トップ画面

【洪水予報文】
○川の○○水位観測所

（○○市）では、○日○時00
分頃に、はん濫危険水位（レ
ベル４）に到達しました。川
沿いの○○市のうち、堤防の
無い、または堤防の低い箇所
などでははん濫するおそれが
ありますので、各自安全確保
を図るとともに、市町村から
の避難情報に注意して下さい。

河川（国管理）における
洪水予報等の発表状況を
表示

（都道府県管理河川については、
｢リンク｣メニューから各都道
府県の河川情報が閲覧可能）

水位情報

メニュー表示

３．避難に必要な情報の入手方法 （１）川の防災情報

選択した観測所の現在の河川水位と基準水位との関係を表示
レーダ雨量

<川の防災情報URL>
【PC】 http://www.river.go.jp/ 
【ｽﾏﾎ】 http://www.river.go.jp/s/
【携帯】http://i.river.go.jp/

雨量強度と雨域の移動の
把握が可能

スマホ版
QRコード

水位情報

37



○雨域（レーダ雨量）は｢川の防災情報｣から確認出来ます
http://www.river.go.jp/

Ｃバンドレーダ雨量情報Ｃバンドレーダ雨量情報

３．避難に必要な情報の入手方法 （１）川の防災情報

38

「川の防災情報」から河川の水位状況を確認

クリック

河川水位の状況を表示

３．避難に必要な情報の入手方法 （１）川の防災情報

クリック
河川水位の状況を表示

39

パソコンから http://www.river.go.jp/
スマートフォンから http://www.river.go.jp/s/

河川の水位と堤防の高さを表示



○スマホ版「川の防災情報」からも水位状況を確認
○ＧＰＳ機能を利用して、現在地の情報もすぐに入手が可能

現在地表示
（GPS利用）

３．避難に必要な情報の入手方法 （１）川の防災情報

GPSボタンをワンクリック
で地図上に現在地表示

40

３．避難に必要な情報の入手方法 （１）気象庁ホームページ

トップ画面

気象庁ＨＰの｢防災情報｣から土砂災害警戒情報や降雨予測など
の情報を確認
※気象庁HP「防災情報」 http://www.jma.go.jp/jma/menu/menuflash.html

41



ＮＨＫデータ放送から水位観測所の水位状況の入手が可能

３．避難に必要な情報の入手方法 （２）NHKデータ放送

42

例 Yahoo！ 「天気・災害関連メニュー」からも多くの情報が入手可能

３．避難に必要な情報の入手方法 （３）民間サイト

http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/river/ 43



○平成28年9月から、スマートフォン等の「緊急速報メール」を活用した｢洪水情報｣の配信を
鬼怒川エリアで開始し、平成29年出水期からは配信エリアを順次拡大します

○「緊急速報メール」は、氾濫のおそれがある場合（「氾濫危険水位」を超過した時点）及び氾
濫が発生した場合に配信します

○配信文案 ※H28.9.5～ 鬼怒川・常総市で運用開始

※H29年出水期からは、全国直轄河川に順次拡大予定

（４）新たな情報提供の取り組み （国管理河川）

３．避難に必要な情報の入手方法

鬼怒川での配信訓練（H28.9.5）

44

１．説明会の背景と目的

２．水害・土砂災害リスクの把握

目 次

45

３．避難に必要な情報の入手方法

４．避難確保計画（非常災害対策計画）
の作成・避難訓練



既存の非常災害対策計画に追加することでも対応可能です

高齢者福祉施設○○

非常災害対策計画
追加追加

【水害編】
【土砂災害編】

４．避難確保計画（非常災害対策計画）の作成・避難訓練

46

非常災害対策計画
【火災編】
【地震編】

追加追加

非常災害対策計画は、施設が立地する地域の環境等を踏まえ、
様々な災害を想定した上で、定める必要があります。

【土砂災害編】

指定地域密着型サービ
スの事業の人員、設備
及び運営に関する基準
（厚生労働省令）

特別養護老人ホームの設備
及び運営に関する基準

（厚生省令）

避難確保計画（非常災害対策計画）は、必ずしも災害ごとに別の計画
として策定する必要はありません。

４．避難確保計画（非常災害対策計画）の作成・避難訓練

対対
応応

47

水防法

○○法 対応対応

高齢者福祉施設○○

非常災害対策計画

【火災編】

【地震編】

【水害編】

【土砂災害編】

応応



避難確保計画作成の手引き

水防法に基づく避難確保計画に
定めるべき事項

一 洪水時等の防災体制
二 利用者の洪水時等の避難の誘導
三 洪水時等の避難の確保を図るため

国土交通省では、要配慮者利用施設における洪水時の避難確保計画の作成の
参考とするため、避難確保計画作成の手引きをホームページで提供しています

４．避難確保計画（非常災害対策計画）の作成・避難訓練

三 洪水時等の避難の確保を図るため
の施設の整備

四 洪水時等を想定した防災教育及び
訓練の実施

五 自衛水防組織を置く場合、次の事項
イ 自衛水防組織が行う業務に係る
活動要領

ロ 自衛水防組織の構成員に対する
教育及び訓練

ハ その他自衛水防組織の業務に関し
必要な事項

六 その他の事項
48

パソコンから
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai
/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-
suibou02.html

体制の種類 体制確立の判断時期 活動内容

注意体制 以下のいずれかに該当する場合
・洪水注意報発表
・〇〇川氾濫注意情報発表

・洪水予報等の情報収集

警戒体制 以下のいずれかに該当する場合 ・洪水予報等の情報収集

≪防災体制の記載例≫(洪水の場合)

４．避難確保計画（非常災害対策計画）の作成・避難訓練

・避難準備・高齢者等避難開始の
発令
・洪水警報発表
・〇〇川氾濫警戒情報発表

・使用する資器材の準備
・保護者への事前連絡
・周辺住民への事前協力依頼
・要配慮者の避難誘導

非常体制 以下のいずれかに該当する場合
・避難勧告又は避難指示(緊急)の
発令
・〇〇川氾濫危険情報発表

・施設職員の避難誘導

49



非常災害対策計画に記載する推奨事項（案）

■立地条件
■情報の入手方法
■災害時の連絡先及び通信手段

（自治体、職員、家族など）
■避難開始のタイミング、判断基準
■避難場所

４．避難確保計画（非常災害対策計画）の作成・避難訓練

■避難場所
（地震と水害では避難場所が変わることも）

■避難経路
■避難方法
■施設職員の人員配置、指揮系統

など

50

【参考となるガイドブック】
全国グループホーム団体連合会HP 【防災ガイドBOOK】

本日のまとめ

要配慮者利用施設の管理者は、

◇事前の備え
施設の水害・土砂災害リスクを把握し、

①避難確保計画（非常災害対策計画）の作成
②計画に基づく訓練の実施

51

◇災害時の避難
台風など大雨の際には、「気象情報（気象庁）｣、「河
川情報（国・都道府県）」、｢避難情報（市町村）｣に
注意し、

③「避難準備・高齢者等避難開始」の発令で
速やかに避難開始をお願いします。



本資料に関する 問い合わせ窓口

○国管理河川・河川情報全般に関すること
国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部 治水課

○道管理河川・土砂災害警戒区域等に関すること
北海道 胆振総合振興局 室蘭建設管理部 治水課

52

○避難情報・避難場所に関すること
⇒ 市町村の防災担当

○気象情報に関すること ⇒ 気象庁 室蘭地方気象台

○非常災害対策計画に関すること
胆振総合振興局・日高振興局 福祉担当課

【参 考】

○用語の説明

○避難情報と求められる行動について

53



用語の説明（参考）

用 語 解 説

洪水浸水想定区域 想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合に、浸水が想定される区域

想定最大規模降雨 想定しうる最大規模の降雨であって、国土交通大臣が定める基準に該当する
もの

家屋倒壊等氾濫想定区域 堤防沿いの地域等において、洪水時に家屋が倒壊するような激しい氾濫流等が発
生するおそれが高い区域

洪水ハザードマップ 洪水浸水想定区域と想定される水深を表示した図面に、市町村地域防災計画
において定められた必要事項及び早期に立退き避難が必要な区域等を記載し
たもの

早期の立退き避難が必要な 生命・身体に直接影響を及ぼす可能性がある家屋倒壊等氾濫想定区域や浸水深早期の立退き避難が必要な
区域

生命・身体に直接影響を及ぼす可能性がある家屋倒壊等氾濫想定区域や浸水深
が深い区域など、市町村が地域の水害特性、社会特性に応じて早期の避難場所
等への立退き避難が必要として設定した区域

洪水予報河川 流域面積が大きい河川で、洪水により重大又は相当な損害が生じるとして国
又は都道府県が指定し、洪水の生じるおそれがあることを周知する河川

水位周知河川 洪水により重大又は相当な損害生じるとして国又は都道府県が指定し、あら
かじめ定めた水位に達したときにその旨を周知する河川

要配慮者利用施設 社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用
する施設（水防法第15条1項第四）

水位の位置
付け

氾濫注意水位 水防団の出動の目安

避難判断水位 市町村長の避難準備・高齢者等避難開始の発令判断の目安、住民の氾濫に関す
る情報への注意喚起

氾濫危険水位 市町村長の避難勧告等の発令判断の目安、住民の避難判断の参考になる水位

54

用語の説明（参考）

用 語 解 説

土砂災害
警戒区域等

土砂災害警戒区域
急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずる
おそれがあると認められる土地の区域（土砂災害防止法第七条第１項）

土砂災害特別警戒
区域

警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住
民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区
域 （土砂災害防止法第九条第１項）

土砂災害ハザードマップ

土砂災害警戒区域等並びにこれらの区域における土砂災害の発生原因となる自
然現象の種類（急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり）を表示した図面に、市町村
地域防災計画において定められた土砂災害に関する情報の伝達方法、及び避難
場所、避難経路等を記載したもの

55

土砂災害警戒情報

大雨警報(土砂災害)が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度がさらに
高まったときに、市町村長の避難勧告等の判断を支援するよう、また、住民の自
主避難の参考となるよう、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、
都道府県と気象庁が共同で発表

土砂災害警戒判定メッシュ情報

土砂災害警戒情報及び大雨警報等を補足する情報で、5km四方の領域（メッシュ）
ごとに土砂災害発生の危険度を5段階に判定した結果を表示したもの
避難にかかる時間を考慮して、危険度の判定には2時間先までの土壌雨量指数
等の予想を用いている



避難情報と求められる行動について（参考）

用 語 立ち退き避難が必要な住民等に求められる行動

避難準備・高
齢者等避難開
始

・避難に時間のかかる要配慮者とその支援者は立退き避難する。
・その他の人は立退き避難の準備を整えるとともに、以後の防災気象情報、水位情報等に注意
を払い、自発的に避難を開始することが望ましい。
・特に、突発性が高く予測が困難な土砂災害の危険性がある区域や急激な水位上昇のおそれが
ある河川沿いでは、避難準備が整い次第、当該災害に対応した指定緊急避難場所へ立退き避
難することが強く望まれる。

避難勧告 ・予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ速やかに立退き避難する。
・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合
には、「近隣の安全な場所」※1への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、
「屋内安全確保」※2を行う。

避難指示
(緊急)

・既に災害が発生していてもおかしくない極めて危険な状況となっており、未だ避難していない人
は、予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ緊急に避難する。
・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合
には、「近隣の安全な場所」※1への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、
「屋内安全確保」※2を行う。

内閣府「避難勧告等に関するガイドライン」より 56

※1 近隣の安全な場所：指定緊急避難場所ではないが、近隣のより安全な場所・建物等
※2 屋内安全確保：その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動

注 注突発的な災害の場合、市町村長からの避難勧告等の発令が間に合わないこともあるため、身の危険を
感じたら躊躇なく自発的に避難する。特に、津波については強い揺れ又は長時間ゆっくりとした揺れを感じ
た場合、気象庁の津波警報等の発表や市町村長からの避難指示（緊急）の発令を待たずに、居住者等が
自発的かつ速やかに立退き避難をすることが必要である。

川の画像

川の水位

雨域（レーダ雨量）

パソコンから http://www.river.go.jp/
スマートフォンから http://www.river.go.jp/s/

ＰＣ版 スマホ版

川の画像

浸水想定区域図
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土砂災害に備えて
・土砂災害とは

・近年の道内での土砂災害

1

北海道胆振総合振興局 室蘭建設管理部

・近年の道内での土砂災害

・土砂災害防止法
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」

・北海道土砂災害警戒情報システム

・土砂災害は全国各地で毎年約１，０００件発生
→死者・不明者も自然災害の中で最も多い

★人命・財産を守る「ハード対策」を進めることに加え､

警戒・避難により人命を保護する「ソフト対策」の充実を図り、
土砂災害による被害を軽減土砂災害による被害を軽減

○ハード対策(施設整備)
・土砂災害危険箇所での砂防･急傾斜地施設の整備

○ソフト対策(警戒避難)の充実
・土砂災害警戒区域指定、ハザードマップの公表、防災訓練の実施
・土砂災害警戒情報の周知・活用、地域防災計画の充実



土砂災害の種類
土石流とは
山腹、川底の石や土砂が長雨や集中豪雨により一気に
下流へ押し出されるものをいいます。
その流れの速さは、規模によって異なりますが、

時速２０～４０ｋｍと言われています。

国道229号線のトンネル内に土砂が流入、約20㎞に
渡り通行止め

■平成２２年７月２９日
土石流災害 （神恵内村 キナウシ川 ）

3

※国土交通省資料

渡り通行止め

No.８

転石がぶつかり合い火花

ゴロゴロ

土石流の前兆現象

川が異常に濁り、流木が混じる 雨が降り続いているのに川の水が減る

ゴロゴロ



土砂災害の種類

がけ崩れとは

地中にしみ込んだ水分が土の抵抗力を弱め、雨や地震などの影響によって
急激に斜面が崩れ落ちることをいいます。
がけ崩れは、突然起こるため、人家の近くで起きると逃げ遅れる人も多く

犠牲となる人の割合も高くなっています。

※傾斜度が３０°以上である土地を急傾斜地と言っています。

5※国土交通省資料
羅臼町土砂災害被災状況
【平成２８年８月２４日発生】 北海道建設部

No.１０

水みち

雨

水みち

木が揺れる

斜面が少し孕みだす

小石がぱらぱら落ちる

ひびが入る

土塊が少し動く

がけ崩れの前兆現象（断面）

木が傾く、倒れる

小規模ながけ崩れ

災害発生

大規模ながけ崩れ



土砂災害の種類

地すべりとは
斜面の一部あるいは全部が地下水の影響と重力によって、ゆっくりと
斜面下方に移動する現象をいいます。

一般的に移動土塊量が大きいため、甚大な被害を及します。

7※国土交通省資料※出典 平成15年度白糠町土砂災害(撮影年月日平成15年7月14日 (株)シン技術コンサル)

増加する大雨に伴い、土砂災害が発生しやすくなっています。平成26年8月には礼文町、平成
28年8月には清水町、羅臼町など全道の広い範囲で土砂災害が発生しています。

○道内の土砂災害発生状況

H28 ８/２４

H26 ８/２４ 礼文町 がけ崩れ

H28 8/24
羅臼町 海岸町 がけ崩れ

H28 8/23
日高町 厚賀 土石流

H28 ８/２４
羅臼町 がけ崩れ

H28 8/30～31
清水町 ペケレベツ川 土石流

H28 8/21
白糠町 タンタカ 土石流

H28 9/6
稚内市 港4丁目 がけ崩れ

【平成２８年度 道内の土砂災害発生状況（４月～１２月】
土石流 ２４件
地すべり ２件
急傾斜 ２４件

合計 ５０件



○管内の土砂災害発生状況

厚真町 山腹崩壊 H２８．８．２３日高町 町道崩落 H２８．７．３０ 日高町 （厚賀） H２８．８．２３

○管内の土砂災害発生状況

9厚真町 崖くずれ H２８．６．１７

厚真町 山腹崩壊 H２８．８．２３日高町 町道崩落 H２８．７．３０ 日高町 （厚賀） H２８．８．２３

登別市 崖くずれ H２８．６．２８ 日高町（厚賀） H２８．８．２３

○２８年８月３０～３１日（台風１０号）被災状況

10
沙流川 （日高町 千栄地区）



土砂災害危険箇所 （国土交通省ホームページより）

土石流
危険渓流等

地すべり
危険箇所

急傾斜地
崩壊危険箇所等

土砂災害
危険箇所等
（合 計）

全国 １８３，８６３ １１，２８８ ３３０，１５６ ５２５，３０７全国

北海道 ４，９９５ ４３７ ６，４６６ １１，８９８

胆振日高
管内

１，０３５ ８２ ９７３ ２，０９０

（Ｈ１４ 公表時）

土砂災害から国民の生命及び身体を守るため
土砂災害のおそれのある区域について危険の
周知、警戒避難体制の整備、一定の開発行為
の制限による新規立地の抑制、危険区域内の

土砂災害防止法とは

の制限による新規立地の抑制、危険区域内の
住宅の移転促進、構造補強などのソフト対策
を推進する法律です。

12

※正式名称

｢土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律｣

平成１３年4月1日施行



土砂災害防止法における土砂災害防止対策

土砂災害警戒区域の指定（第７条）

■土砂災害警戒区域（イエローゾーン）

土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に
危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域

13

土砂災害特別警戒区域の指定（第９条）

■土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）
土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に、
建築物に損壊が生じ（※）住民等の生命または身体に著
しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域

※ 【建築物の耐力 ＜ 土石等の移動（堆積）の力】 となる土地の区域

土砂災害防止法における土砂災害防止対策（土砂災害警戒区域）

○急傾斜地等の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じる恐れ
があると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

（通称）イエローゾーン

14

１，市町村地域防災計画への記載 （土砂災害防止法）

２，災害時要援護者関連施設の警戒避難体制（土砂災害防止法）
３，土砂災害ハザードマップによる周知の徹底 （土砂災害防止法）

４，宅地建物取引における措置 （宅地建物取引業法）
警戒区域では取引業者は、当該宅地又は建物の売却にあたり 警戒区域内である旨に
ついて重要事項として説明を行うことが義務つけられています。



土砂災害防止法における土砂災害防止対策（土砂災害特別警戒区域）

○特定開発行為に対する許可制〔都道府県〕
・住宅宅地分譲や要配慮者利用施設の建築のための行為は、基準に従ったものに
限り許可

○建築物の構造規制〔都道府県または市町村〕
・居室を有する建築物は、建築基準法施行令に定められた｢作用すると想定され
る衝撃力｣に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認される

（通称）レッドーゾーン
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○建築物の移転等の勧告・支援措置〔都道府県〕
・著しい破損が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告が
図られる。

・独立行政法人住宅金融支援機構の融資
・住宅・建築物安全形成ストック形成事業による補助

○宅地建物取引おける措置
・宅地建物取引業者は、特別の開発行為において知事の許可を受け取った
あとでなければ広告・売買契約の締結が行えず、売却等にあたり
特定の開発許可について 重要事項説明を行うことが 義務付けられています。

○市町村地域防災計画において、土砂災害警戒区域ごとに次の事項を定める。
・土砂災害に関する情報の収集・伝達、予報または警報の発令・伝達に関する事項

土砂災害防止法における土砂災害防止対策（土砂災害警戒区域）

土砂災害警戒区域（第７条）の指定

情報・警戒避難体制の整備（市町村）

・土砂災害に関する情報の収集・伝達、予報または警報の発令・伝達に関する事項
・避難場所や避難経路に関する事項
・市町村長が行う防災訓練に関する事項
・土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設等の名称・所在地及び伝達に
関する事項

・救助に関する事項
・その他、土砂災害を防止するために必要な警戒体制に関する事項

○警戒避難を確保する上で必要な事項を住民に周知させるため、避難地や情報伝達
手段等を記載したハザードマップなどの配布

16



土砂災害警戒区域等の指定状況 （国土交通省ホームページより）

平成２９年 2月２８日 時点

※土砂災害警戒区域の総区域数の推計値に対する進捗率

土石流

土砂災害警戒区域等

地すべり

土砂災害警戒区域等

急傾斜地の崩壊

土砂災害警戒区域等

土砂災害警戒区域等

（合 計）

全国 １５８，９２８ ８，６５０ ３０３，８４８ ４７０，８９２
（※約８９％）

北海道 ９２３ ３ ２，００５ ２，５７７
（※約２２％）

胆振日高
管内

２４６ ０ ４１６ ６６２

（胆振日高H２９.３.３１現在）

要配慮者利用施設の被災事例
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平成２８年８月台風１０号
岩手県岩泉町

高齢者グループホームで９名が亡くなる被害が発生。



○ 平成２８年８月の台風１０号による社会福祉施設の浸水被害（死者９名）などを受け、
近年、要配慮者利用施設における避難体制の確保の重要性が改めて認識されてい
る。
○ このような状況を踏まえ、土砂災害から生命・身体を保護する観点から、要配慮者
利用施設に避難確保計画の作成等を義務付け、より一層、土砂災害防止のための
総合的な取組みを推進する。

要配慮者利用施設の管理者等へ避難確保計画の作成等を義務付け

平成29年 土砂災害防止法の一部改正（案）について（※水防法等との一括改正）
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総合的な取組みを推進する。
計画に基づく
避難訓練

避難確保計画 施設管理者等へ作成を義務付け

計画に基づく
避難訓練

施設管理者等へ実施を義務付け

計画作成の担保措置

➢計画を作成しない施設管理者等に対して、市町村

長は必要な指示を行うことができる。

➢正当な理由がなく、指示に従わないときは、市町

村長はその旨を公表することができる。

土砂法改正

土砂法改正

防災体制の確認
避難準備

（気象情報の入手）

避難開始
の判断

避難開始の館内ｱﾅｳﾝｽ
避難完了の確認、報告

避難確保計画の作成
要配慮者利用施設の避難確保体制の構築

従業員や利用者への学習会避難訓練の実施



土砂災害警戒情報システムでは、「土砂災害警戒情報」「土砂災害危険度情報」「降雨情報」「土砂災害警戒区域等の指定状況」の土砂災害に
関する情報をパソコン及びスマートフォンで確認することができます。

○北海道土砂災害警戒情報システムへのアクセス方法

クリック

●道庁ＨＰ（トップ画面） 建設管理部ＨＰ（トップ画面）

【スマホ版】

(STEP3)
早めの避難を！

クリック

クリック

クリック

クリック

●振興局ＨＰ（トップ画面）

【ＰＣ版】

土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったとき、北海道と気象台が共同して市町村単位で発表するものです。このシス
テムでは危険度の分布状況など補足する情報を提供し、土砂災害発生の危険性をお知らせすることで、早めの避難に役立てることができます。

○北海道土砂災害警戒情報システム（土砂災害警戒情報）

●トップ画面

●市町村マップ

（STEP1)
危険度の分布情報を見るには、土砂災害
危険度情報(例：道東)をクリック

●危険度の分布情報（メッシュ図）

■土砂災害警戒情報
発表基準超過

■大雨警報（土砂災害）
発表基準超過

■大雨警報（土砂災害）
発表基準超過

(STEP3)
早めの避難を！

（STEP2)
カーソルを置くと画面上に市町村名が出ます。
(例：新得町)をクリック



このシステムでは、土砂災害警戒情報のほかに「土砂災害警戒区域図」や「基礎調査結果」を確認でき、土砂災害のおそれのある
箇所がどこなのかを知ることができます。

○北海道土砂災害警戒情報システム（土砂災害警戒区域図など）

●トップ画面

●市町村マップ

（STEP2)

（STEP1)
土砂災害警戒区域等の指定状況(例：道央)
をクリック

（STEP2)
カーソルを置くと画面上に市町村名が出ます。
(例：小樽市)をクリック

（STEP3)
カーソルを置くと画面
上に指定区域の詳細が
出ますので、区域図を
クリック

●土砂災害警戒区域等指定状況
及び基礎調査結果（写真）

●土砂災害警戒区域等指定状況
及び基礎調査結果（地図）

ここで地図
と写真が切
り替わりま
す

このシステムでは、土砂災害警戒情報のほかに「土砂災害警戒区域図」や「基礎調査結果」を確認でき、土砂災害のおそれのある
箇所がどこなのかを知ることができます。

○北海道土砂災害警戒情報システム（土砂災害警戒区域図：例）

グループホーム
しおみハイツ



最後に
・施設の立地条件と想定される土砂災害
・情報の入手情報
・施設職員の参集基準・役割分担等防災体制
・施設利用箇所ごとの避難場所・避難経路・
避難方法・避難先での場所の確保
・避難誘導に関する責任者の明確化
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夜間・未明の集中豪雨
職員の少ない時間帯
避難に危険が伴う

長雨タイプからゲリラ豪雨
準備が出来ない・対応の遅れ

様々なケースを想定した備えが必要


